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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月19日(2010.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の腫瘍の成長または成立（establishment）に対する適応免疫を誘導する医薬の製
造における、溶解性化合物の使用。
【請求項２】
　対象の腫瘍の成立（establishment）、成長または増殖に対するワクチンとして使用す
る医薬の製造における、溶解性化合物の使用。
【請求項３】
　前記溶解性化合物が、第１の腫瘍の細胞溶解を介して、第２の腫瘍の成立（establishm
ent）、成長または成立（establishment）を阻害する免疫応答を生じさせる、請求項１ま
たは２に記載の使用。
【請求項４】
　前記溶解性化合物がペプチドである、請求項１から３のいずれか一項に記載の使用。
【請求項５】
　前記ペプチドが、最少で３個のアミノ酸の長さであり、１以上の正電荷を有する、請求
項４に記載の使用。
【請求項６】
　前記ペプチドが、かさ高く親油性である基を含む、請求項４または５に記載の使用。
【請求項７】
　前記かさ高く親油性である基が７個以上の非水素原子を有する、請求項６に記載の使用
。
【請求項８】
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　前記溶解性ペプチドが、少なくとも１個のビフェニルアラミン（Ｂｉｐ）および／また
は少なくとも１個のジフェニルアラミン（Ｄｉｐ）残基および／または１～５個のトリプ
トファン残基を含む、請求項７に記載の使用。
【請求項９】
　前記溶解性化合物がペプチド類似物である、請求項１から３のいずれか一項に記載の使
用。
【請求項１０】
　前記溶解性化合物が腫瘍内に送達される、請求項１から９のいずれか一項に記載の使用
。
【請求項１１】
　前記成長の阻害が前記腫瘍の退縮である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の使
用。
【請求項１２】
　前記成長の阻害が第２の腫瘍の成立（establishment）防止を含む、請求項１から１１
のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１３】
　前記第２の腫瘍が二次性腫瘍である、請求項１から１２のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１４】
　前記第１の腫瘍および前記第２の腫瘍が類似の免疫特性を有する、請求項１から１３の
いずれか一項に記載の使用。
【請求項１５】
　前記第１の腫瘍および前記第２の腫瘍が同一の癌タイプである、請求項１４に記載の使
用。
【請求項１６】
　前記腫瘍がリンパ腫、癌腫および肉腫からなる群から選択される、請求項１から１５の
いずれか一項に記載の使用。
【請求項１７】
　前記腫瘍が良性腫瘍である、請求項１から１５のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１８】
　前記対象がヒトである、請求項１～１７のいずれかに記載の使用。
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